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■ 資    料 ■ 
 

平成14年3月29日 

規則第28号 

     和歌山県男女共同参画審議会規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、和歌山県男女共同参画推進条例（平成 14 年和歌山県条例第 14 号。以

下「条例」という。）第 26 条の規定により和歌山県男女共同参画審議会（以下「審議会」

という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 （会長） 

第２条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、審議内容をとりまとめ、会務を行う。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長が指名する委員がその職務を代理する。 

  （会議） 

第３条  審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

  （部会及び部会長） 

第４条 審議会に必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は、当該部会の意見をとりまとめ、会長に報告する。 

  （公募による委員） 

第５条 委員のうち２人は、県民から公募した委員とする。 

  （意見の聴取） 

第６条 会長は、必要があると認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴

くことができる。 

  （庶務） 

第７条 審議会の庶務は、環境生活部県民局青少年・男女共同参画課において行う。 

 （補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

  この規則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

      附 則（平成 20 年 3 月 28 日規則第 20 号） 

  この規則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 
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和歌山県男女共同参画審議会委員名簿 

 
任期：平成３０年８月１日～令和２年７月３１日 

                         （50 音順） 
 

氏  名 役  職  名  等 

池田 祐輔 連合和歌山 会長 

牛山 太郎 自営業（公募） 

榎本 多津子 和歌山県医師会 理事 

大浦 由美 和歌山大学観光学部観光学科 教授 

岡田 幸子 和歌山県女性会議 会長 

沖本 易子  弁護士 

阪口 豊彦 株式会社ミラック 前取締役 

竹中 恵美子 農業（公募） 

中嶋 繁樹 わかやまパパチカ 代表 

中西 美知子 ☆ITO WINN 事務局長 

濵野 公二 田辺に男女共同参画を推進するグループ 代表 

藤田 泰章 和歌山労働局 雇用環境・均等室長 

前田 年史 和歌山県農業協同組合中央会 常務理事 

宮本 睦 部落解放同盟和歌山県連合会女性部 事務局長 

村田 和子 
和歌山大学地域イノベーション機構 
      地域活性化総合センター 教授 
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  和歌山県男女共同参画社会推進本部設置要綱 

 

（設置） 

第１条 男女共同参画社会を実現するための諸施策を総合的かつ効果的に推進する

ため、和歌山県男女共同参画社会推進本部（以下「推進本部」という。）を設置す

る。 

（所掌事務） 

第２条  推進本部は、次に掲げる事務を行う。 

 (１)  男女共同参画に関する施策の総合的な企画及び推進に関すること。 

 (２)  男女共同参画に関する施策の推進に関し、関係部局間の連絡調整に関するこ 

と。 

 (３)  その他男女共同参画に関する施策の推進に関し、必要と認められること。 

（組織） 

第３条  推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織するものとする。 

２ 本部長は、知事をもって充てる。 

３  副本部長は、副知事をもって充てる。 

４  本部員は、別表１に掲げる職にある職員をもって充てる。ただし、本部長は、必

  要があると認めるときは、本部員を追加することができる。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。 

２  副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、本部長が招集する。 

（マトリックス会議） 

第６条 あらゆる行政分野での男女共同参画を推進するため、推進本部に組織横断型

施策検討会議（以下「マトリックス会議」という。）を置く。 

２  マトリックス会議の議長には青少年・男女共同参画課長をもって充てる。 

３ マトリックス会議は、本部長の指示に基づき議長が招集し、推進本部の会議に付

議する事項について、事前に検討し、その結果を本部長に報告する。 

４  マトリックス会議は、別表２に掲げる課室等の中から課題に応じた業務を担当す

る班長等（以下「構成員」という。）を指名し、開催するものとする。 

５  議長は、前号に規定する構成員のほか、会議への参加を希望する職員を公募その

他の方法により選定し、参加させることができる。 

６  議長は、課題の検討にあたり、学識経験者等参考人の出席を求め、意見を求める

ことができる。 

（和歌山県男女共同参画審議会との協働） 

第７条 マトリックス会議の議長は、和歌山県男女共同参画審議会会長からの求めに

応じて、マトリックス会議の構成員を、和歌山県男女共同参画審議会会議へ出席さ

せ、協働して課題の検討をすることができる。 
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（事務局） 

第８条 推進本部に関する処務は、環境生活部県民局青少年・男女共同参画課におい

て処理する。 

（その他） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関して必要な事項は本部長

 が、マトリックス会議の運営に関して必要な事項は議長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成 13 年 7 月 17 日から施行する。 

２ 和歌山県男女共生社会づくり連絡会議設置要綱（昭和 52 年 8 月 26 日制定）は、

廃止する。 

      附 則 

 この要綱は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
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 別表１（第３条関係） 

 

本部員 

知事室長 

危機管理監 

総務部長 

企画部長 

環境生活部長 

福祉保健部長 

商工観光労働部長 

農林水産部長 

県土整備部長 

県民局長 

会計管理者 

教育長 

警察本部長 

 

 別表２（第６条関係） 

 

部 等 課    室 

知事室 政策審議課、広報課 

総務部 総務課、人事課、防災企画課 

企画部 企画総務課、人権政策課、人権施策推進課 

環境生活部 環境生活総務課、県民生活課、青少年・男女共同参画課 

福祉保健部 福祉保健総務課、子ども未来課、長寿社会課、障害福祉課、健康推進課 

商工観光労働部 商工観光労働総務課、労働政策課 

農林水産部 農林水産総務課、経営支援課、果樹園芸課 

県土整備部 県土整備総務課 

教育委員会 総務課、生涯学習課、県立学校教育課、義務教育課、学校人事課 

警察本部 警務課 
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和歌山県審議会等への女性の参画促進要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、和歌山県の審議会等において女性委員が少ない現状に鑑み、女性の登用を積極的

に推進するために必要な事項を定め、もって男女共同参画社会の実現に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱における審議会等は、法令若しくは条例に基づき設置されている審議会、委員会及び

協議会等をいう。ただし、次の各号に定める要件のいずれかに該当するものは除く。 

(1)  法律及び条例等の規定に基づき特定の行政職員等で構成されているもの 

 (2) 各部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会、県有施設の指定管理者選定委員

会及び各種表彰選考委員会など、委員の任命が随時行われるもの 

(3)  その他、男女共同参画社会推進本部が特に認めるもの 

  （目標） 

第３条 審議会等委員の女性比率を平成 33 年度末までに 40 パーセント以上とし、男女のいずれかの数

が総数の 40 パーセントを下回らないようにすることを目標とする。 

  （登用計画） 

第４条 各部局長（教育長、警察本部長、県議会事務局長、各種委員会事務局長を含む。以下同じ。）

は、その所管する部局毎に、前条の目標を達成するための女性委員登用計画（別紙様式１）を策定し、

男女共同参画社会推進本部長（知事）の承認を得るものとする。 

２ 前項の規定は、女性委員登用計画に変更があった場合にも適用する。 

  （目標達成のための方策） 

第５条 各部局長は、次の各号に掲げる事項に配慮し、その所管する部局における目標達成に努めるも

のとする。 

 (1)  各部局において、女性の人材の発掘及び養成に努めること。 

 (2)  女性委員の比率が 40 パーセントに達していない審議会等については、目標年次にかかわらず可能

な限り早い時期に目標を達成するように努めること。 

 (3)  女性委員のいない審議会等の解消に努めること。 

 (4)  年齢構成や再任回数に配慮し、新たな女性人材の登用が促進されるよう努めること。 

 (5)  女性委員の比率が既に 40 パーセントに達している審議会等については、男女の委員の数の均衡に

努めること。 

 (6)  特定の資格要件を必要とするものについては、女性委員を積極的に登用するという観点から柔軟

な対応に努めること。 

 (7)  団体推薦による女性委員が特に少ない現状に鑑み、団体に対して委員の推薦を依頼する場合は、

当該団体の長に限らず、女性の適任者を推薦するよう要請すること。 

 (8)  第１号から前号までの方策にもかかわらず目標を達成できない場合は、団体の長等の職務指定の

廃止や特定の資格要件の緩和及び公募制の導入等、抜本的な対策を講ずるよう努めること。 

  （事前協議と意見書の添付） 

第６条 審議会等の委員を選任する場合（再任の場合を含む。）は、人事課への合議に先立ち、原則と

して、任用を行おうとする日の２カ月前までに、審議会等委員任用協議書（別紙様式２）を青少年・

男女共同参画課長に提出し、女性委員の登用に係る協議を行わなければならない。ただし、青少年・

男女共同参画課長が別に定める委員については、この限りでない。 

２ 青少年・男女共同参画課長は、前項の協議に基づき、当該審議会等委員の任用の適否に係る意見書

（別紙様式３）を交付するものとする。 
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  （委員任用報告） 

第７条 審議会等の委員の選任（再任の場合を含む。）について、人事課への合議を要しない場合は、

審議会等委員任用報告書（別紙様式４）を委員任用後すみやかに男女共同参画社会推進本部長（知

事）に提出するものとする。 

  （登用状況の調査と公表） 

第８条 青少年・男女共同参画課長は、毎年６月１日現在の審議会等における女性委員の登用状況に

ついて、第４条第１項に規定する登用計画に基づき、審議会等を所管する各課室に対し、聴き取り

調査を行うものとする。 

２ 男女共同参画社会推進本部長（知事）は、前項の規定による調査の結果を部局単位で公表するも

のとする。 

  （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、男女共同参画社会推

進本部において別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１３年１０月２３日から施行する。 

２ 審議会等委員への女性の登用推進要綱（平成６年３月３日制定）は、廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 


